
平成２２年度都区財政調整 新規算定・算定改善等 
 

１ 議会総務費 
項    目 説              明 

【議会総務費／経常】 

災害対策費（生活必需品の備

蓄） 

 

                 （百万円） 

改定後 ３１９ 

改定前 １８３  

増△減 １３６ 

 

１ 概  要 

災害対策費（生活必需品の備蓄）について、想定避難所生活者数

の増加に対応し、算定を充実する。 

 

２ 算定内容 

＜標準区経費＞ 

 改定前    ７，１７９千円（比例費） 

改定後   １２，５３０千円（比例費） 

【議会総務費／経常】 

職員健康管理費 

 

                 （百万円） 

改定後 １，０５７ 

改定前 １，０７９  

増△減 △２２ 

 

１ 概  要 

職員健康管理費のうち職員健康管理委託料について、健診項目を

追加するとともに、標準職員数の見直しを反映する。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

  改定前   １０，２４４千円（固定費） 

        ３３，１６３千円（比例費） 

改定後   １０，０３６千円（固定費） 

        ３２，４９０千円（比例費） 

【議会総務費／経常】 

公金取扱手数料 

 

                 （百万円） 

改定後 ２６ 

改定前 ２６０  

増△減 △２３４ 

 

１ 概  要 

公金取扱手数料について、郵便局の窓口収納手数料単価が引き下

げられたことを踏まえ、算定内容を見直す。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞  

改定前   １０，２３０千円（比例費） 

  改定後    １，０２３千円（比例費） 

 

 



２ 民生費 
        項    目              説              明 

【老人福祉費／経常】 
  ケアハウス事業費 
 （態容補正Ⅱ） 
 
                 （百万円） 

改定後  １９８ 

改定前 ０ 

 

増△減  １９８ 

 

１ 概  要 

軽費老人ホームの一形態である区立ケアハウスの運営経費につい

て、現在、軽費老人ホーム A・B型の運営経費を算定している態容補

正Ⅱに新たに追加して算定する。 

 

２ 算定内容 

  平成 22 年度算定額  197,743 千円  

（単価 689 千円/戸  H22 見込み数 287 戸） 

【児童福祉費／経常】 
ひとり親ホームヘルプサービ

ス事業費 
 

                 （百万円） 

改定後  １３４ 

改定前 １２６ 

 

増△減 ８ 

 

１ 概  要 

時間外の利用が増加している特別区の実態を踏まえ、手当加算の

時間数を見直すと共に、利用者負担（特定財源）の区分を東京都の

子ども家庭支援包括補助事業に合わせる形で整理する。 

 

２ 算定内容 

手当加算の時間数 854 時間→1,600 時間 

利用者負担（特定財源）区分 Ⅱ階層→Ⅵ階層 

＜標準区経費＞ 

  改定前 事業費      5,515 千円 

      特定財源     300 千円 

      差引一般財源  5,215 千円（比例費） 

 

  改定後 事業費      5,739 千円 

      特定財源      188 千円 

      差引一般財源  5,551 千円（比例費） 

 

【児童福祉費／経常】 
認証保育所運営費等事業費 
 
 

                 （百万円） 

改定後 ８，７６３ 

改定前 ８，１１３ 

 

増△減  ６５０ 

 

１ 概  要 

認証保育所運営費等事業費について、算定箇所数を平成 22 年度見

込み数の箇所数に見直す。 

 

２ 算定内容 

当事業について、A型の算定箇所数を標準区あたり１２ヶ所から

１３ヶ所に増加する。 

＜標準区経費＞ 

  改定前      84,840 千円（固定費） 

         254,520 千円（比例費） 

 

  改定後     113,120 千円（固定費） 

         254,520 千円（比例費） 

 

 



２ 民生費のつづき 
        項    目              説              明 

【児童福祉費／経常】 
  育児支援家庭訪問事業費  
 
 
                 （百万円） 

改定後  ４５ 

改定前 ０ 

 

増△減  ４５ 

 

１ 概  要 

妊産婦に対するホームヘルプサービス事業については、国の次世

代育成支援対策交付金の対象となっており、特別区においても実施

実態が増えていることから、「育児・家事援助」事業について新規に

算定する。 

 

２ 算定内容 

国の交付金の基準に沿って、育児・家事支援事業について算定す

る。（単価 8,400 円/件  H22 見込み数 440 件） 

＜標準区経費＞ 

  改定後 事業費      3,696 千円 

      特定財源    1,848 千円（1/2） 

      差引一般財源  1,848 千円（比例費） 

 

【老人福祉費／投資】 
 高齢者在宅サービスセンター

新設経費の廃止 
 
                 （百万円） 

改定後 ０ 

改定前 ４，１１１ 

 

増△減 △４，１１１ 

 

１ 概  要 

今後実績の見込めない「高齢者在宅サービスセンター」の新設経

費について、算定を廃止する。 

 

２ 算定内容 

＜標準区経費＞ 

  改定前  工事費     68,907 千円 

       用地費     82,820 千円 

       初度調弁費    3,310 千円 

       特定財源    11,947 千円 

       差引一般財源 143,090 千円（比例費） 

 

【国民健康保険事業助成費／

経常】 
 医療制度改革の整理 
 

(百万円) 

改定後 ５，７０１ 

改定前 ５，３８４ 

 

 

増△減 ３１７ 

 

１ 概  要 
給付費について、前々年度の決算に基づく算定とする。ただし、

平成 21 年度から実施されている出産育児一時金の引き上げと高額

介護合算療養費については、前々年度決算を待たずに算定対象とす

る。 
 
２ 算定内容 
 ＜標準区経費＞ 
   改定前 出産育児給付   ２３８，０６６千円（比例費） 

    高額介護合算療養費      ０千円 
 改定後 出産育児給付   ２５０，４４２千円（比例費）  

     高額介護合算療養費 
        事業費    ２３，３１５千円 
        特定財源   ２１，６８０千円      
        差引一般財源  １，６３５千円（比例費） 
※出産育児一時金 一件あたり ４２万円（改定前３８万円） 

 



２ 民生費のつづき 
        項    目              説              明 

【後期高齢者医療制度事業助

成費／経常】 
 医療制度改革の整理 

 
(百万円) 

改定後 ― 

改定前 ― 

 

 

増△減 ― 

１ 概  要 
老人福祉費で算定していた「後期高齢者医療給付費負担金」につ

いて、後期高齢者医療制度事業助成費における算定に改めるととも

に、広域連合への法定内負担金について、広域連合予算数値に基づ

く算定とする。 
 
２ 算定内容 

※ 算定区分の変更及び、算定に用いる基礎数値の変更 
 

 
 
３ 清掃費 
        項    目              説              明 

 【経常・投資】 
  算定内容全体の見直し 
 
                 （百万円） 

改定後  ８１，９３３ 

改定前 ７６，２４６ 

 

増△減  ５，６８７ 

 

１ 概  要 

清掃費については、全体にわたって見直しを実施した。標準区の

ごみ量を見直し、これに基づき、新たな収集運搬モデルを設定する。

粗大ごみ及び資源ごみは収集運搬モデルから除き、収集・運搬委託

等に再構築し、リサイクル推進経費については、算定の充実を図る。

 

２ 算定内容 

   ・標準区ごみ量を平成 20 年度データに基づき見直す。 

      （標準区ごみ量：90,739ｔ→80,020ｔ） 

    ・収集運搬モデルについて、ごみ量の変動に合わせて新たなモデ

ルを設定し、職員数、収集車両費等に反映する。なお、粗大ご

み及び資源ごみについて、収集運搬モデルから除く。 

    ・粗大ごみの収集等について、収集運搬モデルから除くとともに、

粗大ごみ収集運搬作業委託に再構築する。 

    ・資源ごみの収集等について、収集運搬モデルから除くとともに、

リサイクル推進事業費に再構築する。 

    ・集団回収報償費について、単位費用化を行い、態容補正を廃止

する。 

    ・処理処分費（経常・投資）について、経費全般に見直しを行う。

    ・その他、以下の事業について、見直しを行う。 

      不法投棄対策事業費、被服・保護具購入費等安全衛生費、廃棄

物処理手数料徴収事務委託等ごみ処理券関係経費、動物死体処

理費、中継作業経費（態容補正）、事業系廃棄物処理手数料（態

容補正）、収集車両台数（態容補正） 

 

 

 



４ 経済労働費  
項    目 説              明 

【産業経済費／経常】 

 商工振興費 

 

（百万円） 

改定後 ７，２８７ 

改定前 ８５９  

増△減 ６，４２８ 

 

１ 概  要 

商店街活性化事業助成及び商店街施設整備費助成を商店街振興

費として再構築するとともに、中小企業関連資金融資あっせん事業

の 22 年度緊急対策分を追加し、算定を充実する。 

 

２ 算定内容 

＜標準区経費＞ 

 商店街振興費         ８５，２５４千円（比例費） 

 中小企業関連資金融資あっせん事業（22 年度緊急対策分） 

                ３０４，３１３千円（比例費） 

 
 
５ 土木費  

項    目 説              明 

【道路橋りょう費／経常】 

 道路占用料の見直し 

 

                 （百万円） 

改定後 △２７，６９７ 

改定前 △２４，８４９  

増△減 △２，８４８ 

 

１ 概  要 

  道路占用料の見直しを行う。 

 

２ 算定内容 

  ＜標準区経費＞ 

  改定前 △８３１，１００千円（特定財源） 

  改定後 △９２６，３６３千円（特定財源） 

【公園費／経常】 

 公園使用料・占用料の見直し 

 

                 （百万円） 

改定後 △１，１２５ 

改定前 △８００  

増△減 △３２５ 

 

１ 概  要 

  公園使用料・占用料の見直しを行う。 

 

２ 算定内容 

  ＜標準区経費＞ 

  改定前 △１５，４３７千円（特定財源） 

  改定後 △２１，７０４千円（特定財源） 

  



５ 土木費のつづき 
項    目 説              明 

【都市整備費／投資】 

 まちづくり事業費 

（態容補正） 

 

                 （百万円） 

改定後 ２１ 

改定前 ０  

増△減 ２１ 

 

１ 概  要 

まちづくり事業の態容補正として、雨水流出抑制事業助成金を新

たに算定する。 

 

２ 算定内容 

雨水流出抑制対策にかかる雨水浸透施設の民間助成経費につい

て、態容補正により新規算定する。 

【都市整備費／投資】 

 まちづくり事業費への臨時 

 的起債充当 

 

                 （百万円） 

改定後 △４，１８６ 

改定前 ０  

増△減 △４，１８６ 

 

１  概  要 

平成 22 年度に限り、まちづくり事業費に対し、臨時的に起債を

充当する。償還経費については、翌年度以降需要算定を行う。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

改定前         ０円 

改定後 △１１９，１５２千円（特定財源・固定費） 

       △５６，８４８千円（特定財源・比例費） 

   

  

【道路橋りょう費／投資】 

 道路改良の年度事業量の臨

時的圧縮 

 

（百万円） 

改定後 １０，３１５ 

改定前 ３８，５３９  

増△減 △２８，２２４ 

※改定前には、種別補正による

影響額を含む。 

１ 概  要 

平成 22 年度に限り、道路改良における年度事業量を臨時的に圧

縮する。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

  改定前 １，２０１，４７０千円（比例費） 

  改定後   ２８８，２５９千円（比例費） 

       



５ 土木費のつづき  
項    目 説              明 

【道路橋りょう費／投資】 

 道路改良への臨時的起債充

当 

 

（百万円） 

改定後 △９，８０５ 

改定前 △２，７５２  

増△減 △７，０５３ 

 

１ 概  要 

平成 22 年度に限り、道路改良に対し、臨時的に起債を充当する。

償還経費については、翌年度以降需要算定を行う。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

  改定前  △７６，９００千円（特定財源） 

  改定後 △２７４，０００千円（特定財源） 

【公園費／投資】 

 公園新設工事費への臨時的

起債充当 

 

（百万円） 

改定後 △４７１ 

改定前 ０  

増△減 △４７１ 

※改定後には、態容補正分 

 ３７百万円を含む。 

１ 概  要 

平成 22 年度に限り、公園新設工事費に対し、臨時的に起債を充

当する。償還経費については、翌年度以降需要算定を行う。 

 

２ 算定内容 

 ＜標準区経費＞ 

  改定前        ０円 

  改定後 △２０，０００千円（特定財源） 

 

 
 
６ 教育費 

項    目 説              明 

【小学校費・中学校費／経常】 

特別支援教育経費 

 

                 （百万円） 

改定後 １，４８０ 

改定前 １，１０３  

増△減 ３７７ 

 

１ 概  要 

特別支援教育経費のうち、巡回指導の時間数を見直し、算定を充

実する。 

 

２ 算定内容 

巡回指導の時間数について、１校あたり２８０時間から３８５時

間に見直す。 

＜標準区経費＞ 

改定前 小学校費     ３０，３１７千円（比例費） 

 中学校費     １６，０５０千円（比例費） 

合  計     ４６，３６７千円 

 

改定後 小学校費     ４０，６８１千円（比例費） 

 中学校費     ２１，５３７千円（比例費） 

合  計     ６２，２１８千円 



６ 教育費のつづき 
項    目 説              明 

【その他の教育費／経常】 

放課後子ども教室推進事業

費 
                 （百万円） 

改定後 ８４０ 

改定前 ６８７  

増△減 １５３ 

 

１ 概  要 

放課後子ども教室推進事業費のうち、安全管理員の配置基準を見

直し、算定を充実する。 

 

２ 算定内容 

安全管理員の配置基準について、１教室あたり２人から３人に見

直す。 

＜標準区経費＞ 

改定前 事業費       ７７６千円（固定費） 

             ８０，３５８千円（比例費） 

 特定財源   ５４，０８９千円      

差引一般財源 ２７，０４５千円 

 

改定後 事業費       ７７６千円（固定費） 

             ９８，４４６千円（比例費） 

 特定財源   ６６，１４８千円      

差引一般財源 ３３，０７４千円 

 

 



７ その他 
項    目 説              明 

【議会総務費他／経常】 
人件費の見直し 
 

(百万円) 
(1) 給与費 

改定後 ４３７，１５３ 

改定前 ５０４，２２２ 

 

増△減 △６７，０６９ 

(2) 再任用・再雇用職員経費 

改定後 ２０，８９２ 

改定前 １６，０３５ 

 

増△減 ４，８５７ 

(3) 委託化経費 

改定後 － 

改定前 － 

 

増△減 ３８，１８１ 

(4) 連動経費 

改定後 － 

改定前 － 

 

増△減 △４，００８ 

※事業費関連は多岐にわたるため、

増減のみ記載している。 

【合計】 

 増△減 △２８，０３９ 

 
１ 概  要 

標準職員数（再任用（短時間）職員・再雇用職員を含む）の見直し、

標準職員数の見直しに伴う委託化等事業費への振り替え、標準職員数

に連動する職員手当等経費の整理を行い、算定を改善する。 

 
２ 算定内容 

(1) 標準職員数の見直し 
 ＜標準職員数＞ 
    改定前  ２，７４３．４９人 
    改定後  ２，３７６．７０人 
 ＜算定職員数計＞ 
    改定前 ６８，３９８人 
    改定後 ５９，３００人 
   
(2) 再任用（短時間）職員数・再雇用職員数の見直し 
 ＜標準区経費＞ 
    改定前  ６５７，７７９千円 
      再任用職員数 １４４人（うち固定６４人） 
      再雇用職員数  ５２人（うち固定２０人） 
    改定後  ８４８，８８２千円 
      再任用職員数 ２０４人（うち固定６８人） 
      再雇用職員数  ４４人（うち固定１５人） 
  
(3) 委託化等に伴う事業費の算定 

・ 標準職員数の見直しに対応し、委託化等による事業費を算定 
 する。 

 
(4) 標準職員数の見直しに伴う連動経費 

・ 各種職員手当、旅費等、標準職員数に連動する経費について、

 算定を見直す。 
 

 
 



７ その他のつづき 
項    目 説              明 

【議会総務費他／投資】 

公共施設臨時的改築工事費 

 

（百万円） 

改定後 △１３，９２１ 

改定前 ０ 

 

増△減 △１３，９２１ 

 

１ 概  要 

現在 1/50 で算定している公共施設（清掃工場その他施設及び義

務教育施設を除く）の改築経費について、平成 22 年度に限り、1/50

相当額を臨時的に圧縮する。 

 

２ 算定内容（圧縮分） 

    
標準区経費 

   （千円） 

需 要 額

 （百万円）

議会総務費 地域交流施設 △52,740 △1,281

民 生 費 心身障害者福祉施設 △31,644 △796

  高齢者福祉施設 △90,412 △2,519

  児童福祉施設 △176,506 △4,543

  小 計 △298,562 △7,858

衛 生 費 保健衛生施設 △11,684 △282

清 掃 費 清掃事務所及び清掃事業所 △15,512 △388

経済労働費 消費者及び商工振興施設 △5,274 △124

土 木 費 道路公衆便所 △3,856 △138

  公園公衆便所 △8,996 △214

  小 計 △12,852 △352

教 育 費 校外施設 △31,644 △582

  幼稚園 △39,657 △285

  生涯学習関連施設 △105,480 △2,769

  小 計 △176,781 △3,636

合 計 △573,405 △13,921 

  



７ その他のつづき 
項    目 説              明 

【議会総務費他／投資】 

大規模改修工事費への臨時

的起債充当 

 

（百万円） 

改定後 △１０，８３６ 

改定前 ０ 

 

増△減 △１０，８３６ 

 

１ 概  要 

現在、算定している大規模改修経費について、平成 22 年度に限

り、臨時的に起債を充当する。償還経費については、翌年度以降需

要算定を行う。 

 

２ 算定内容（起債充当分） 

    
標準区経費 

    （千円） 

需 要 額 

  （百万円） 

議会総務費 地域交流施設 △41,000 △970

民 生 費 心身障害者福祉施設 △24,600 △602

  高齢者福祉施設 △70,286 △1,904

  児童福祉施設 △148,518 △3,711

  小 計 △243,404 △6,217

衛 生 費 保健衛生施設 △12,300 △289

清 掃 費 清掃事務所及び清掃事業所 △12,059 △302

経済労働費 消費者及び商工振興施設 △4,100 △94

土 木 費 道路公衆便所 △1,674 △60

  公園公衆便所 △3,906 △94

  小 計 △5,580 △154

教 育 費 校外施設 △24,600 △452

  幼稚園 △36,900 △261

  生涯学習関連施設 △82,000 △2,097

  小 計 △143,500 △2,810

合 計 △461,943 △10,836

 

  

 
 


